
別紙１の１　　災害の措置情報【四国支部】

平成２０年分

４週間
以上
休業
のもの

２週間以
上４週間
未満休業
のもの

1 四国 高知
平成20年
8月18日
9時10分頃

石灰石 D

外・運
搬装置
のため
（コンベ
ア）

1 1 トリッパー

作業中に
機械が作
動し、挟ま
れる

・作業者はトリッパー下側空間に上
半身を乗り出す姿勢でもって、他の
作業者と補修作業の相談をしていた
ところ、トリッパーが突然移動し始め
たため、トリッパー本体とベルトコン
ベアのフレームに挟まれ罹災した。
（罹災程度：左大腿部圧挫滅創ほ
か、休業日数１４日）

・作業手順書により作
業連絡、及び電源遮断
について規定していた。

・２つの機械に対する電源遮断が必要であったが１
つの電源遮断で大丈夫であると思っていた。
・関係部署との作業連絡が確実に実施されていな
かった。

・関係部署への作業連絡、及び電源遮断方法
を確実に実施するよう、再教育を実施した。
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対策鉱種

　鉱山労働者数
　Ａ：９人以下
　Ｂ：１０～４９人
　Ｃ：５０～９９人
　Ｄ：１００人以
上

災害事
由
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20-1zumen.pdf
20-1syasin.pdf

